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                                      平成２７年１０月２７日 

  ＫＥＭＰＯＳご担当 殿                                                                  

                                            株式会社 ネットワークス 

                                                           〒561-0893 豊中市宝山町 23-31 

                                        TEL06(6844)1069 FAX06(6844)2754 

                                                           〒102-0083 千代田区麹町 4-1-4 

                                        TEL03(3556)2921 FAX03(3556)2923 

                 

平成２７年１０月法改正バージョンアップのご案内 

 

 拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。毎度格別のお引立てに預かりありがとうございます。 

さて、ＫＥＭＰＯＳに関し、以下の点につきバージョンアップを行いますので、ご案内申し上げます。 

 

                                               敬具 

 

（１）バージョンアップ内容（今回のリリースは Ver740となります） 

 

（特許管理） 

１．平成２７年４月１日より導入された特許の異議申立制度に対応しました。  -----------------  2 

 

２．平成２７年４月１日より出願可能となりました新しいタイプの商標に対応     -------------- 19 

しました。 

 

３．平成２７年４月１日より施行となりました国内優先権の見做し取下げ期間の  --------------- 23 

変更に対応しました。 

 

４．各種要否確認（審査請求・年金・更新）のワード出力に対応しました。  ------------------- 23 

 

５．J-PlatPatに対応しました。                            -------------------------------- 28 

 

（外国出願関係） 

 

６．平成２７年５月１３日より出願可能となりました「ハーグ協定のジュネーブ   -------------- 29 

改正協定に基づく意匠の国際出願」に対応しました。 
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１．平成２７年４月より導入された特許の異議申立制度に対応しました。 

 

付与後異議については、平成１６年（２００４年）１月１日施行の法改正により廃止されたものが、一部変更 

されて復活するものです。 

 

変わった点としては、今回の付与後異議では、取消理由に対して権利者は訂正請求を行った場合に、意見を述 

べることができるようになったことです。 

 

これについては、これまでの仕組みにはありませんので、新たに追加しています。 

その他、いくつかの追加・修正を行って整備しています。 

 

異議申立事件に関しては自社が異議申立人となって異議申立をおこす場合と自社が異議申立を受けた場合の 

２つのケースがあります。 

 

最初に自社が異議申立人の場合のケースを説明し、次に自社が異議申立を受けた場合について説明します。 

 

１－１．異議申立を行う場合（自社が異議申立人の場合） 

 

異議申立はＫＥＭＰＯＳでは係争事件として入力します。 

 

・初期メニュウから「係争事件」を選択します。以下の画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・以下の説明は自社で異議申立の手続きを行う想定で行います。 

  外注先事務所に依頼して行う場合には、以下の説明にプラスして外注先事務所への依頼及び外注先事務所 

  からの報告の入力が発生します。 
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・係争事件の入力画面です。（出願の場合と同一の画面です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・出願種別で「特許異議」を選択します。 

 

・出願人等では、出願人種別は代表出願人ではなく「依頼元部門」を選択します。 

 依頼元部門には、係争事件用に新規に登録した「部門」を使用します。 

出願種別で「特許異議」を選択している場合、共願種別の初期値は「依頼元部門」となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・そのために顧客台帳に係争事件用の自社を、新たに種別を「部門」にして登録しておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・共願種別に「係争先権利者」を追加し必要に応じて異議申立の相手方を入力できるようにしました。 
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 ・係争先権利者の入力は必須ではありません。 

  従来は、相手方は備考欄等に入力していましたが、顧客台帳に入力することで、ここでも管理できるよう 

  にしたものです。 

 

 ・係争先権利者を入力した共同出願画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・条件検索画面です。係争先権利者として入力しておくことで、条件検索で検索条件として指定できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・係争先権利者を指定して検索できます。 

  加えて、特定の係争先権利者を指定することもできます。 
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・異議申立を行う事を決定したら、最初に登録(係争)及び登録公報（係争）を入力します。 

これは、異議申立案件の基礎情報の入力と公報から６か月の異議申立期限を設定するためです。 

 

 ・係争関係の手続きは「係争事件(異議・審判)にまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

・係争関係の手続きです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

・登録(係争)の入力画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・異議申立事件の登録日・登録番号を入力しておきます。 

 

・登録公報(係争)の入力画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・公報日から６か月後に「異議申立」期限がセットされます。 
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・異議申立の入力画面です。 

異議申立は電子出願（インターネット出願）ではできません。書面での提出となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・異議申立の入力を行うことで、設定されていた異議申立期限はクリアされます。 

 

・異議番号通知の入力です。 
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・理由補充の入力画面です。 
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・訂正通知の入力画面です。 

今回の付与後異議では権利者の訂正請求に対して、異議申立人から意見を述べることができるようになり 

ました。訂正請求の内容が庁から通知された場合に入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「意見書」の期限がセットされます。 

 

・異議意見書の入力です。 
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・取消決定（勝ち）となった場合の入力です。 

異議申立の手続きはこれで終了です。 
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・維持決定（負け）となった場合の入力です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・３０日以内に出訴できます。出訴期限をセットします。 

 

・出訴の入力です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・出訴しない場合は、維持決定が確定し特許権は維持されます。 
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１－２．異議申立を受けた場合（自社が権利者の場合） 

 

特許公報発行後６か月は異議申立期間となりますので、その間は異議申立を受ける可能性があります。 

この期限を管理する場合は登録公報で期限を発生させるように設定を行うようにします。 

必要ない場合は、従来どおり何もしません。 

 

異議申立があった場合、最初に「異議番号通知」が届きます。 

これは、異議申立を受理してから３～４週間で発送されるようです。 

 

異議申立期間を過ぎて２か月程度で異議申立書の副本が送付されてきます。 

ここまでは、権利者として何か行うものはありません。 

 

特許庁の審査で「取消理由なし」となった場合には、そのまま「維持決定」となります。 

この場合は、「維持決定」を入力して終了です。 

 

「取消理由あり」の場合は、取消理由通知が送られてきます。 

これに対して、意見書・訂正請求書を提出します。 

今回、これに対して異議申立人が意見を述べることができますが、これは、権利者には通知されません。 

訂正請求の内容が規定に合っていない場合、権利者に対して却下理由通知がなされます。 

これに対しては、意見書を提出することができます。 

 

以上の工程を経て、異議決定がなされます。 

維持決定の場合は、そのままです。特許権はそのまま維持されます。 

取消決定の場合は、知財高裁に出訴可能です。 
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 ・登録公報を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・６か月後に「異議受け」期限を設定します。 

 

 ・異議受け関係手続きは他のグループに分類していたものを「異議・審判」のグループにまとめました。 
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・異議番号通知の入力画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・他者が異議申立を行った場合、３～４週間で異議番号通知が届きます。 

  ここが、異議受けの始まりとなります。 

  これに伴う応答手続きはありません。 

 

・異議申立副本の入力画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・異議申立期間終了後、２か月程度で異議申立書の副本が届きます。 
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・取消理由通知の入力画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・取消理由がある場合、取消理由通知が発送されます。 

  取消理由がない場合はそのまま「維持決定」となります。 

 

・意見書の入力画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・取消理由通知に対しては「意見書」「訂正請求書」を提出することができます。 
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・訂正請求書の入力画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・取消理由通知に対して「訂正請求書」を提出することで補正できます。 

 

・訂正拒絶通知の入力画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・訂正請求が規定に合っていない場合、訂正拒絶通知が発送されます。 
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・訂正拒絶理由に対する意見書の入力画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・訂正拒絶通知に対して「意見書」を提出することができます。 

 

・維持決定（勝ち）の入力です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・特許がそのまま維持されたものです。 

  権利者の側からは何もすることはありません。 
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・取消決定（負け）の入力です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・３０日以内に知財高裁へ出訴できます。その期限をセットします。 

 

 ・出訴の入力です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・出訴に伴う期限はありません。 
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（２）平成２７年４月１日より出願可能となりました新しいタイプの商標に対応しました。 

 

 １．パソコン出願取込 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「その他」タブに「商標タイプ」を追加しました。 

  「商標タイプ」欄に「商標タイプ」及び「商標の詳細な説明」を取り込みます。 
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 ２．出願台帳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・名称（商標）の下段に「商標タイプ」欄を追加しました。 

  これは、国内商標でのみ表示されるものです。 

  商標以外、及び外国商標では従来通りの表示です。 

 

 ・「商標タイプ」欄には「商標タイプ」「商標の詳細な説明」以下の形式でセットされています。 

  手動で入力する場合も、この形式に沿って入力する必要があります。 

  １行目を「商標タイプ」２行目を「商標の詳細な説明」のタイトル。３行目移行をその内容と 

  区別するためです。 

  （１行目）【ホログラム商標】 

  （２行目）【商標の詳細な説明】 

  （３行目）商標登録を受けようとする商標・・ 

 

 ・案件の呼び出しに「商標タイプ」を使用できるようにしました。 
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 ３．条件検索 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・条件検索で「キーワード」タブで「商標タイプ」を部分一致で検索できるようにしました。 

  商標タイプを指定した場合、商標タイプ欄には「商標タイプ」及び「商標の詳細な説明」がセット 

  されていますので、どちらの内容でもヒットします。 
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 ４．送付状 

 

 ・雛形です。編集コード（TM1:商標タイプ、TM2:商標の詳細な説明）をセットしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・編集後画面です。TM1、TM2を編集しています。 
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（３）平成２７年４月１日より施行となりました国内優先権の見做し取下げ期間の変更に対応しました。 

 

（４）各種要否確認（審査請求・年金・更新）のワード出力に対応しました。 

 

  従来、「審査請求要否確認」等は以下の２つの方法のいずれかで作成していました。 

 

①ＡＣＣＥＳＳのレポート機能を使用する。 

   この方式は検索結果を印刷する方式ですので、印刷のデザインを予め変更しておくことはできましたが 

印刷前に部分的に手直しすることはできませんでした。 

 

  ②送付状機能を使用して、案件毎に雛形（KEMPOS標準又はワード）を使用して作成する。 

   この方式は、編集した後で、手直しできますが、まとめて印刷することはできませんでした。 

 

  今回、これらの検索結果をワードのテンプレートを使用して出力することができるようにしました。 

  複数の案件を１つのワードファイルにまとめています。結果はワードのファイルですので、必要に応じて 

  修正した上で印刷することができます。ただし、従来方式よりも時間がかかります。 

 

 ・リスト様式の設定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「拡張Form名」を新たに設けました。 

   拡張Form名には「F:条件検索Word」と入力しておきます。条件検索の結果をワード出力する場合の共通 

   のフォームです。 

 

 ・「お知らせ(チェックボックス)」を新たに設けました。 

   従来は、「レポート名2」にお知らせのレポート名を入力しておいて、それが指定されていることで 

  判断していましたが、独立した項目を設けることで、明確に指定できるようにしました。 
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 ・ワードのテンプレートの指定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ワードのテンプレートファイルの指定には「請求出力」タブの「WORDファイル名」を使用しています。 

 

 ・テンプレートで使用できる編集コードは、一般の送付状と同じものです。 
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 ・要否確認の検索結果です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・ここから「Form」ボタンを押してWord出力用の画面を呼び出します。 

 

 ・条件検索Wordの画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・要否確認の検索結果をそのまま引き継ぎます。 

 ・書式はワードのテンプレートの指定です。 

  リスト様式のワードファイルの指定がセットされます。 

 ・出力先はテンプレートのファイル名＋「_」＋「西暦４桁」＋「月２桁」＋「日２桁」とします。 

  作成ボタンで作成後、このファイルをワードで開きます。 
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 ・審査請求要否確認のワードのテンプレートです。 
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 ・作成された「審査請求要否確認」です。 

  全件が１つのワードファイルに出力されます。 
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（５）J-PlatPatで外国公報DBを検索できるよう対応しました。 

  トップページ→特許・実用新案→外国公報ＤＢで標準で US,EP,CNを、その他の選択で KR,WO,GB,DE 

    FR,CH,CAを選択できる。 

  発行機関は出願国、種類は公開公報、番号は公開番号で検索。 

 

 ・SubRefに照会用の番号を入力しておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「J-PlatPat」ボタンを押します。 
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（６）平成２７年５月１３日より出願可能となりました「ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の 

国際出願」に対応しました。 

 

（６）－１．国際意匠（内外） 

 

１．出願種別 

 

 ・国際意匠用の出願種別「WO意匠」を追加します。 

  ＰＣＴ、マドプロと同様 WIPOへの意匠出願として扱います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出願種別：330 

出願国：WIPO 

種別名：WO意匠 

存続期限：登録日より１５年 

年金起算日：国際登録日 

初回納付年：５年 

年金納付年：５年 
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２．国際出願 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・国際出願の入力です。 

 ・出願種別は「WO意匠」で、内外区分は「内外」となります。 

 

 ・国際出願の経過入力画面です。 
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 ・国際出願入力後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・WIPOへの出願言語は「英語」です。 

 ・「意匠数」項目を追加しています。 

 

 ・関連出願の入力です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・指定国を入力します。関連区分は「指定(WO意匠)」で入力します。 

 ・マドプロと異なり事後指定はできません。出願時に全て指定する必要があります。 
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３．国際登録 

 

 ・国際登録の入力です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・納付年数には「５」が自動的にセットされます。５年納付したものとみなします。 

 ・国際登録日は国際出願日と同一です。年金期限の起算日となります。 

 

 ・国際登録入力後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・存続期限がセットされます。（国際登録日から１５年） 

 ・年金起算日・納付年及び次回年金期限がセットされます。 
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４．国際公表 

４－１．即時公表請求 

 ・即時公表請求の入力画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－２．国際公表の延期請求 

 ・公表延期請求の入力画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・公表の延期は指定国が定めている延期期間のうち最短の期間に限り可能。 

  例えば「EU（30月）とシンガポール（延期不可）」を指定した場合、延期不可となります。 
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４－３．国際公表 

 ・国際公表の入力画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・指定国官庁が拒絶の通報を行うことができるのは、国際公表から６月又は１２月。 

  日本の場合は１２月を指定。 
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５．指定国ファイルの作成 

５－１．WO意匠分割 

 ・WO意匠分割の入力。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・法的手続きではありません。親の WO意匠をコピーして子の指定国ファイルを作成する手続き 

  となります。ＰＣＴ、ＥＰＣ、マドプロ等で設けているものと同様なものです。 

 

 ・指定国出願分類の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・複数の出願種別のある出願国の場合、先頭の出願種別の「指定国出願分類」にコピーで作成 

  される出願台帳に出願種別を指定しておきます。 
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５－２．保護容認通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・保護容認通知は指定国官庁から WIPOに送られます。するかしないかは指定国官庁の裁量によります。 

 

 ・保護容認通知入力後の出願台帳画面です。 
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５－３．拒絶通報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・指定国官庁には、自国の基準を満たしていない場合には保護の効果を拒絶することが認められています。 

 ・拒絶通報が可能な期間は、国際公表から６月又は１２月です。この期間は指定国により異なります。 

 

５－４．拒絶の取消 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・拒絶の通報後に指定国官庁に対して意見書・補正書等を提出し拒絶が解消した場合には 

  拒絶の通報を行った官庁は、WIPOに対して拒絶を取り下げる通報を行います。 
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６．年金納付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・国際意匠は国際登録の日から５年間有効であり、その後更新手続きにより５年毎の更新が 

  可能です。したがって、最初の年金は６から１０年度分を納付します。 

 

 ・年金納付後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・納付年及び次回年金期限が更新されています。 

 

 

 


